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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブル入口（７）、配管貫通部等のフレーム用の延長部（２）の形態の防火手段であ
って、前記フレームが、壁（８）の開口部に装着される外側フレーム（１）と、１つ以上
のケーブル入口（７）または配管貫通部を有する１つ以上の内側フレーム（６）とを備え
ているものにおいて、
　延長部（２）が、壁（８）、または、壁（８）の少なくとも一方の側の外側フレーム（
１）に装着されることと、
　延長部（２）に、熱膨張可能な材料の１つ以上のシート（４）の形態の防火部分が装備
されることと、
　熱膨張可能な材料の１つ以上のシート（４）が、延長部（２）の２つの対向する壁（９
）の間に延在するように配置されることと、
　延長部（２）は、外側フレーム（１）または壁（８）に固定された別個の部分であるこ
と
　を特徴とする防火手段。
【請求項２】
　延長部（２）が、ケーブル（５）または配管を送るべき貫通開口部（３）を形成する壁
（９、１０）を有する開口フレームの形態を有することを特徴とする、請求項１に記載の
防火手段。
【請求項３】
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　複数の区画が、前記開口部（３）にわたって延在する壁を介して貫通開口部（３）内に
形成されることを特徴とする、請求項２に記載の防火手段。
【請求項４】
　延長部（２）が、締結手段によって外側フレーム（１）に装着されることを特徴とする
、請求項１～３のいずれか一つに記載の防火手段。
【請求項５】
　外側フレーム（１）が壁（８）の一方の側に、また延長部（２）が他方の側に装着され
ることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つに記載の防火手段。
【請求項６】
　熱膨張可能な材料が、延長部（２）の壁（９、１０）の内表面上に配置されることを特
徴とする、請求項１～５のいずれか一つに記載の防火手段。
【請求項７】
　ケーブル（５）または配管が、延長部（２）の４つの側面の熱膨張可能な材料によって
囲まれることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一つに記載の防火手段。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケーブル入口、配管貫通部または類似物のフレーム用の防火手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物または類似物の壁、天井、屋根、屋上または床を通してケーブル、配管または類似
物を送る場合、防火に関する政府規制がしばしばある。このような規制は、通常、配管貫
通部、ケーブル入口または類似物が壁または類似物の他方の側面に火災が広がる危険なし
に、規定の時間の間火災に耐えるべきことを明記している。建築の種類に応じて、規制の
厳しさは異なる場合がある。この種類のフレームはまた、容器、キャビネット等に使用す
ることが可能である。
【０００３】
　各フレームは、いくつかの異なるケーブルおよび／または配管を収容することが可能で
ある。ケーブルは電気、通信、コンピュータ等用である可能性があり、配管は、水、圧縮
空気、油圧流体および調理用ガスのような異なるガスまたは液体用であるかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
発明の概要
　本発明の１つの目的は、防火手段が比較的フレキシブルであり、したがって、ケーブル
入口、配管貫通部または類似物の異なる種類のフレームに適合できるべきであることであ
る。同様に、本発明の目的は、壁または類似物を通して送られるケーブル、配管または類
似物の数とは無関係に、防火手段が十分に機能すべきことである。
【０００５】
　別の目的は、火災または他の熱露出の場合に、壁等の非露出側において温度が比較的低
く維持されることである。さらなる、別の目的は、あり得る火災または他の熱露出の前お
よび後の両方に、ケーブル、配管または類似物を壁等に取り付けることが比較的容易であ
るべきことである。
【０００６】
　同様に、本発明の１つの目的は、防火手段の改造、すなわち、本発明による防火手段を
既存のフレームに装備することが可能であるべきことである。したがって、防火手段を既
存のケーブル等に装着することも可能であるべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、防火手段は、ケーブル、配管等送るべき外側フレームの延長部に収容
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される。延長部は、建物等の壁または類似物の少なくとも一方の側面から延在する。
【０００８】
　本発明のさらなる目的および利点は、本発明の好ましい一実施形態の以下の詳細な説明
を読めば、当業者には明白であろう。
【０００９】
　実施例によって、また添付した図面を参照して、さらに本発明について以下に説明する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　この説明で使用されるような「水平」、「垂直」という表現および同様の表現は、図に
示したような方向が参照される。当業者は、ケーブル入口または類似物のフレームは、任
意の向きを有することが可能であることを認識する。したがって、フレームは壁、天井ま
たは床の中に収容することが可能である。
【００１１】
　本発明の図示した実施形態によれば、ケーブル入口、配管貫通部等の外側フレーム１は
、壁８の開口部に装着される。外側フレーム１は延長部２を有する。延長部２は、２つの
水平壁９および２つの垂直壁１０から形成される。かくして、延長部２は、図示した実施
形態では一般的な長方形の形を有し、壁８の一方の側である距離延在する。当業者は、外
側フレーム１ならびに延長部２は、本発明の範囲から逸脱することなく、任意の一般的な
形を有し得ることを認識する。延長部２は、外側フレームに１または壁８に固定された別
個の部分であるか、あるいは外側フレーム１の一体化された部分である。延長部２が別個
の部分である場合、外側フレーム１に固定するために任意の固定手段を使用し得る。この
ような固定手段は、ねじ、リベット、溶接、半田付け、接着剤等であり得る。
【００１２】
　他の実施形態（図示せず）では、本発明による防火手段は、壁８または類似物の両側に
配置される。さらなる代替実施形態では、外側フレームは壁８または類似物の一方の側面
に配置され、一方、防火手段を含む延長部２は他方の側面に配置される。通常、延長部２
の壁９、１０は互いに解放可能に固定され、このことは、延長部２がケーブル、配管また
は類似物の後に装着し得ることを意味する。ケーブルまたは類似物の後のこのような装着
のため、延長部２の壁９、１０の少なくとも一方が最初に分解され、延長部の残部がケー
ブルの上方に移動される。次の段階は、１つまたは複数の取り外した壁９、１０を加える
ことによって、もう一度延長部２を組み立てることである。同時に、延長部２をフレーム
１または壁８に装着する。
【００１３】
　外側フレーム１は、１つ以上の内側フレーム６を収容するためにある。内側フレーム１
は、ケーブル５、配管または類似物を封止して収容するための１つ以上のケーブル入口７
、配管貫通部等を有する。ケーブル入口７等の正確な形は本発明にとって重要ではないの
で、ここでは広く説明しない。内側フレーム６および前記内側フレーム内に収容されたケ
ーブル入口７は、通常、外側フレーム１の延長部２に延在しない。延長部２は貫通開口部
３を有する。延長部２の開口部３には、熱膨張可能な材料のいくつかのシート４が収容さ
れる。
【００１４】
　熱膨張可能な材料のシート４は壁に収容され、これによって、いくつかの区画が延長部
２内に形成される。区画を形成する壁は、延長部２の開口部３にわたって、すなわち延長
部２の２つの対向壁の間に延在する。区画の数は、外側フレーム１の区画の数に通常適合
される。各区画は、通常、１つ以上のケーブル５、配管または類似物を収容する。熱膨張
可能な材料のシート４は、防火の作用を果たす。したがって、火災の場合のような広範囲
の熱にさらされるとき、膨張可能な材料は膨張する。膨張材料としばしば呼ばれる防火用
の熱膨張可能な材料は、関連技術で周知であり、正確な材料は、以下に述べるような要求
を満たす程度に十分に材料が膨張する限り、本発明にとって決定的ではない。この説明に
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【００１５】
　通常、熱膨張可能な材料のシート４は、壁８から方向付けられた延長部２の開口部３と
交差する可能な壁および延長部２の垂直および水平壁９、１０の両方に収容される。延長
部２の内壁のシート４を熱膨張可能な材料の被覆で取り替えることも可能である。熱膨張
可能な材料はまた、塗料の形態で適用することが可能である。かくして、この場合、延長
部２の内壁および／または延長部２の開口部にわたる可能な壁は、熱膨張可能な材料で被
覆される。本実施形態では、各ケーブル５または類似物は、延長部２の４つの側面の熱膨
張可能な材料によって囲まれる。
【００１６】
　内側フレーム６内に収容されたケーブル５、配管または類似物は、外側フレーム１の延
長部２に配置された膨張可能な材料のシート４の間を通過する。延長部２は、通常、火災
の危険が最も大きい壁８の側面に向かって方向付けられる。上述のように、延長部２を壁
８の各側面に配置することも可能である。壁８の両側に火災の潜在的な危険性あるいは広
範囲の加熱があるならば、これを行うことが可能である。
【００１７】
　本発明を使用する場合、ケーブル５、配管または類似物は以前に行った方法と同一に装
着される。唯一の差は、ケーブル５等も、１つまたは複数の延長部２を通して、また膨張
可能な材料のシート４の間に移動されることである。
【００１８】
　火災の場合のような広範囲の熱の場合、膨張可能な材料のシート４が膨張する。材料は
膨張し、外側フレーム１の延長部２を完全に充填する。可能な軟質のチューブまたは類似
物は、膨張した材料の圧力のため潰れる可能性があり、これによって、前記チューブは封
止され、おそらくは有害な材料のさらなる輸送を妨げる。さらに、膨張した材料は熱を吸
収し、したがって、ケーブル５等および火または他の熱源に直接露出されない壁８の側面
の他の部分の温度低下に貢献する。損傷の程度に応じて、火災後にケーブル５等および熱
膨張可能な材料のシート４のみを取り替えることで済むことがしばしば可能である。した
がって、損傷を受けた部分を比較的低いコストで取り替えることが比較的容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明による防火手段が装備されるフレームを収容する壁の斜視図である。
【図２】壁の反対側から見た図１のフレームの斜視図である。
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